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(57)【要約】
　本発明は、検出装置（１２）であって、－少なくとも
２つのセンサ（２４、２６、２８）であり、少なくとも
１つのセンサ（２４）が超音波を発生させるように適合
された超音波トランスデューサである、センサと、－い
くつかの区画（２２）を定める位置決めデバイス（１６
）であり、各々の区画（２２）がセンサ（２４、２６、
２８）を保持するように適合され、各々の区画（２２）
が所定の位置に置かれる、位置決めデバイス（１６）で
あって、被験体の頭蓋骨上に固定されるように適合され
たホルダを含み、ホルダを使用して被験体の頭部上に維
持されるように適合された、位置決めデバイス（１６）
と、を含む検出装置に関する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検出装置（１２）であって、
－少なくとも２つのセンサ（２４、２６、２８、４６）であり、少なくとも１つのセンサ
（２４）が超音波を発生させるように適合された超音波トランスデューサである、センサ
と、
－いくつかの区画（２２）を定める位置決めデバイス（１６）であり、各々の区画（２２
）がセンサ（２４、２６、２８、４６）を保持するように適合され、各々の区画（２２）
が所定の位置に置かれる、位置決めデバイス（１６）であって、被験体の頭蓋骨上に固定
されるように適合されたホルダを含み、ホルダを使用して被験体の頭部上に維持されるよ
うに適合された、位置決めデバイス（１６）と、
を含むことを特徴とする、検出装置（１２）。
【請求項２】
　区画（２２）が、着脱式のケースであるか又は異なる位置に組み込まれる、請求項１に
記載の検出装置。
【請求項３】
　位置決めデバイス（１６）が、周辺部（１８）を有するフレームであり、所定の位置が
、周辺部（１８）に関連付けて定められる、請求項１又は２に記載の検出装置。
【請求項４】
　検出装置（１２）が、所定の寸法を有しかつ区画（２２）におけるセンサ（２４、２６
、２８、４６）の挿入を誘導するために適合された、着脱式のスペーサ（３０、３２、３
４）を更に含む、請求項１～３のうちのいずれかに記載の検出装置。
【請求項５】
　検出装置（１２）が、異なる物理量を測定するように適合された少なくとも２つのセン
サを含む、請求項１～４のうちのいずれかに記載の検出装置。
【請求項６】
　位置決めデバイス（１６）がフレームであり、フレームが側部によって区切られた多角
形状を有し、各々の側部が１０cm以下の長さを有する、請求項１～５のうちのいずれかに
記載の検出装置。
【請求項７】
　検出装置（１２）が少なくとも３つのセンサ（２４、２６、２８、４６）を含み、１つ
のセンサ（２４）が超音波トランスデューサであり、１つのセンサ（２６）が加速度セン
サであり、１つのセンサ（２８）が電気信号を測定するように適合される、請求項１～６
のうちのいずれかに記載の検出装置。
【請求項８】
　１つのセンサ（２６）が、印刷された多電極脳波測定箔である、請求項１～７のうちの
いずれかに記載の検出装置。
【請求項９】
　１つのセンサ（２６）が、１つ又は複数の埋込可能脳波測定電極である、請求項１～７
のうちのいずれかに記載の検出装置。
【請求項１０】
　区画（２２）が格子状に配列される、請求項１～９のうちのいずれかに記載の検出装置
。
【請求項１１】
　区画（２２）が交差バー（２０）によって区切られ、バー（２０）の数が１０以上であ
る、請求項１０に記載の検出装置。
【請求項１２】
　各々のセンサ（２４、２６、２８、４６）が、検知部分及び検知部分を所定位置に維持
するように適合された機械的部分を有し、各々のセンサ（２４、２６、２８、４６）毎に
、一方のセンサ（２４、２６、２８、４６）の機械的部分が、他方のセンサ（単数又は複
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数）（２４、２６、２８、４６）の機械的部分（単数又は複数）の形状と相補的な形状を
有する、請求項１～１１のうちのいずれかに記載の検出装置。
【請求項１３】
　－いくつかの区画（２２）を定める位置決めデバイス（１６）であり、各々の区画（２
２）がセンサ（２４、２６、２８、４６）を保持するように適合され、各々の区画（２２
）が所定の位置に置かれる、位置決めデバイスと、
－複数の異なるセンサ（２４、２６、２８、４６）と、
－所定の寸法を有し、区画におけるセンサの挿入を誘導するために適合された複数の着脱
式のスペーサ（３０、３２、３４）と、
を含む検出装置を形成するためのキット（４０）。
【請求項１４】
　－測定する物理量を決めることと、
－物理量が測定される部位を決めることと、
－請求項１３に記載のキット（４０）を準備することと、
－請求項１３に記載のキット（４０）の各々の要素のそれぞれの寸法を決めることと、
－所定の基準を満たすように区画（２２）の位置を最適化することと、
を含む、センサを保持するように適合された区画の位置を決定する方法。
【請求項１５】
　基準が、各々のセンサの信号対騒音比が所与の値より極めて大きいことである、請求項
１４に記載の方法。
【請求項１６】
　基準が、キット（４０）を組み立てたときに形成される検出装置（１２）の合計寸法及
び重量である、請求項１４に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
分野
　本発明は、検出装置に関する。本発明はまた、このような検出装置を形成するためのキ
ット、及びセンサを保持するように適合された区画の位置を決定する関連する方法に関す
る。
【０００２】
発明の背景
　神経科学では、多数のデバイスが、脳活動を深く理解するために開発されている。
【０００３】
　通常、開発されたデバイスは、脳活動の特定のパラメータを取得することを各々可能に
するいくつかの撮像診断を伴う。撮像診断としては、ＢＯＬＤ効果に関する機能的磁気共
鳴画像法（略語でｆＭＲＩとも名づけられる）、（光吸収撮像、音響光学撮像、光音響撮
像などの）光学撮像、機能的超音波撮像（fUltrasoundとも名づけられる）、及び脳波測
定を挙げることができる。
【０００４】
　文献US 2014/121520 A1、US 2014/107435 A1、CN 103 976 709 A、及びWO 2014/155322
 A1は、医学のさまざまな分野において、システムが部位を撮像するために開発されてい
ることを例示する。特定の例として、文献US 2014/121520 A1は、患者の胸部のためのシ
ステムと関連する。
【０００５】
　しかしながら、これらの文献は、事象が再現可能である部位に関連するシステムを例示
する。したがって、脳に対するものではないので、これらのシステムは脳に適用可能では
ない。
【０００６】
　実際、上述の撮像診断は、独立して動作し、同じ動物の同じ機能的事象に対して同時に
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成し遂げることができない。したがって、実際には、「ほとんど同じ」機能的事象に関す
る実験が繰り返され、次いで、独立して取得されたすべてのパラメータが後処理方法の間
に取り扱われる。例えば、光音響撮像と合わせて、同じ動物にｆＭＲＩ撮像を成し遂げる
ことは困難である。しかし、このような同時の撮像診断により取得可能なパラメータの知
識は、光学撮像システムによって測定された血液酸素化レベルと合わせたｆＭＲＩで測定
された機能的脳活動の知識が極めて関心の高い、癲癇などの特定の疾患の理解に重要であ
る。
【０００７】
概要
　本発明は、同じ被験体の撮像を容易にすることを目的とする。
【０００８】
　この目的のために、本明細書は、検出装置であって、
－少なくとも２つのセンサと、
－いくつかの区画を定める位置決めデバイスであり、各々の区画がセンサを保持するよう
に適合され、各々の区画が所定の位置に置かれ、センサが超音波を発生させるように適合
された超音波トランスデューサである、位置決めデバイスと、
を含む検出装置を説明する。
【０００９】
　本発明により、非常に簡単に同じ被験体のいくつかの位置を撮像することが可能になる
。
【００１０】
　実際、このような検出装置は、再構成可能であり、位置デバイスの位置を修正すること
なくセンサの位置を修正することを可能にする。
【００１１】
　加えて、このような検出装置は、異なる経験のために使用され得る。
【００１２】
　その上、このような検出装置は、再現が困難な生物学的現象の場合に有用であり得る。
【００１３】
　特に、検出装置がいくつかのセンサを含むときに、独立して動作するいくつかの撮像診
断が、同じ動物の同じ機能的事象に同時に達成され得る。
【００１４】
　有利ではあるが強制的ではない本発明の更なる態様によれば、検出装置は、技術的に許
容可能な任意の組み合わせで、以下の特性のうちの１つ又はいくつかを組み込んでもよい
。
－位置決めデバイスが、周辺部を有するフレームであり、所定の位置が、周辺部に関連付
けて定められる。
－区画が、着脱式のケースであるか、又は異なる位置に組み込まれる。
－検出装置が、所定の寸法を有しかつ区画におけるセンサの挿入を誘導するために適合さ
れた、着脱式のスペーサを更に含む。
－検出装置が、異なる物理量を測定するように適合された少なくとも２つのセンサを含む
。
－位置決めデバイスがフレームであり、フレームが側部によって区切られた多角形状を有
し、各々の側部が１０cm以下の長さを有する。
－検出装置が少なくとも３つのセンサを含み、１つのセンサが超音波トランスデューサで
あり、１つのセンサが加速度センサであり、１つのセンサが電気信号を測定するように適
合される。
－位置決めデバイスが、動物の頭蓋骨上に固定されるように適合されたホルダを含み、位
置決めデバイスが、ホルダを使用して動物の頭部上に維持されるように適合される。
－区画の数が１００以上である。
－区画が格子状に配列される。



(5) JP 2018-520745 A 2018.8.2

10

20

30

40

50

－区画が交差バーによって区切られ、バーの数が１０以上である。
－各々のセンサが、検知部分及び検知部分を所定位置に維持するように適合された機械的
部分を有し、各々のセンサ毎に、一方のセンサの機械的部分が、他方のセンサ（単数又は
複数）の機械的部分（単数又は複数）の形状と相補的な形状を有する。
【００１５】
　本明細書はまた、
－いくつかの区画を定める位置決めデバイスであり、各々の区画がセンサを保持するよう
に適合され、各々の区画が所定の位置に置かれる、位置決めデバイスと、
－複数の異なるセンサと、
－所定の寸法を有し、区画におけるセンサの挿入を誘導するために適合された複数の着脱
式のスペーサと、
－所定の寸法を有し、区画におけるセンサの挿入を誘導するためかつ区画において適所に
センサを係止するために適合された複数の着脱式のスペーサと、
を含む検出装置を形成するためのキットであって、
－１つのセンサが、印刷された多電極脳波測定箔であり、
－１つのセンサが、１つ又は複数の埋込可能脳波測定電極である、
キットに関する。
【００１６】
　本明細書はまた、
－測定する物理量を決めることと、
－物理量が測定される部位を決めることと、
－前述したようなキットを準備することと、
－前述したようなキットの各々の要素のそれぞれの寸法を決めることと、
－所定の基準を満たすように区画の位置を最適化することと、
を含む、センサを保持するように適合された区画の位置を決定する方法に関する。
【００１７】
　有利ではあるが強制的ではない本発明の更なる態様によれば、方法は、技術的に許容可
能な任意の組み合わせで、以下の特性のうちの１つ又はいくつかを組み込んでもよい。
－基準が、各々のセンサの信号対騒音比が所与の値より極めて大きいことである。
－基準が、キットを組み立てたときに形成される検出装置の合計寸法及び重量である。
【００１８】
　本発明は、本発明の目的を制限することなく添付図面と対応して実例として示される以
下の説明に基づいてより深く理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】検出装置の一例を保持する被験体を概略的に示す。
【図２】図１の検出装置を概略的に示す。
【図３】図１の検出装置を形成するためのキットを概略的に示す。
【図４】図３のキットにより得ることができる検出装置の別の例を概略的に示す。
【図５】検出装置の別の例を概略的に示す。
【図６】検出装置の別の例を概略的に示す。
【図７】検出装置の別の例を概略的に示す。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
発明の詳細な説明
　被験体１０及び検出装置１２が、図１に例示される。
【００２１】
　被験体１０は、マウスである。
【００２２】
　より一般的には、被験体１０は、少なくとも１つの特定の部位が分析される動物である
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。
【００２３】
　分析される特定の部位は、例えば、検討される生物学的問題の種類に左右される。
【００２４】
　例示としては、生物学的問題が記憶であるときは、部位は海馬の特定の部位である。
【００２５】
　本明細書の残りの部分では、例示的な目的のみのために、マウスが癲癇を患っており、
分析される部位が脳の部位であるとする。
【００２６】
　このために、被験体１０は頭部１４を有し、検出装置１２が被験体１０の頭部上に維持
される。
【００２７】
　検出装置１２は、被験体１０の脳の部位における少なくとも１つの物理値を検出するよ
うに適合された装置である。
【００２８】
　検出装置１２は、位置決めデバイス１６、３つのセンサ２４、２６、２８、及び３つの
スペーサ３０、３２、３４を含む。
【００２９】
　図２の例において示される位置決めデバイス１６は、周辺部１８及び交差バー２０を有
したフレームである。
【００３０】
　示される例によれば、フレームは、側部によって区切られた多角形状を有する。
【００３１】
　一例としては、多角形状は正方形である。各々の側部は同じ長さを有する。
【００３２】
　ラット又はマウスなどの、小さいとみなされる動物では、側部の長さは、動物の脳の長
さに等しい。例えば、被験体１０がマウスであるときは長さが１センチメートルであり、
又は被験体１０がラットであるときは長さが２センチメートルである。
【００３３】
　ヒトなどの、大きいとみなされる動物では、側部の長さは、動物の脳の長さの一部分に
等しい。例えば、側部の長さは１０センチメートルより小さい。
【００３４】
　より一般的には、側部の長さは、動物の脳の長さの最小値及び１０センチメートルに等
しい。
【００３５】
　図１の特定の場合では、各々の側部は、１０センチメートル（cm）以下の長さを有する
。
【００３６】
　交差バー２０は、グリッドを構成する。
【００３７】
　バー２０の数は、１０以上である。
【００３８】
　図２の特定の例では、１０つの水平バー２０及び１０つの垂直バー２０が示される。
【００３９】
　したがって、１０の横列及び１０の縦列が、周辺部１８によって定められ得る。
【００４０】
　本明細書の残りの部分では、各々の横列がＬ１、Ｌ２、Ｌ３、Ｌ４、Ｌ５、Ｌ６、Ｌ７
、Ｌ８、Ｌ９、又はＬ１０とラベル付けされるように、横列は、数字を添えたＬでラベル
付けされる。
【００４１】
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　同様に、本明細書の残りの部分では、各々の縦列がＣ１、Ｃ２、Ｃ３、Ｃ４、Ｃ５、Ｃ
６、Ｃ７、Ｃ８、Ｃ９、又はＣ１０とラベル付けされるように、縦列は、数字を添えたＣ
でラベル付けされる。
【００４２】
　加えて、単語「上へ」及び「下へ」並びに「左へ」及び「右へ」は、それぞれ横列Ｌ１
、Ｌ２、Ｌ３、Ｌ４、Ｌ５、Ｌ６、Ｌ７、Ｌ８、Ｌ９、Ｌ１０及び縦列Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３
、Ｃ４、Ｃ５、Ｃ６、Ｃ７、Ｃ８、Ｃ９、Ｃ１０を基準にして定められる。
【００４３】
　横列Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３、Ｌ４、Ｌ５、Ｌ６、Ｌ７、Ｌ８、Ｌ９、Ｌ１０に関連付けられ
た数字が小さくなると、横列Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３、Ｌ４、Ｌ５、Ｌ６、Ｌ７、Ｌ８、Ｌ９、
Ｌ１０は上へ向かうとされる。言い換えると、第１の横列Ｌ１は第２の横列Ｌ２の上にあ
り、第２の横列Ｌ２は第１の横列Ｌ１の下にある。同様に、第１の縦列Ｃ１は第２の縦列
Ｃ２の左にあり、第２の縦列Ｃ２は第１の縦列Ｃ１の右にある。
【００４４】
　交差バー２０は、位置決めデバイス１６のために定められた区画２２を区切っている。
【００４５】
　示される例では、位置決めデバイスは、１００に等しい多数の区画２２を定める。
【００４６】
　より一般的には、位置決めデバイスは、１００以上の多数の区画２２を定める。
【００４７】
　各々の区画２２は、センサを保持するように適合される。
【００４８】
　各々の区画２２は、所定の位置に置かれる。
【００４９】
　示される例では、所定の位置は、周辺部１８を基準にして定められる。
【００５０】
　例えば、各々の区画２２は、２つの座標、すなわち１つの横列座標及び１つの縦列座標
に対して１対１で結び付けられ得る。一例としては、第１の横列Ｌ１及び第１の縦列Ｃ１
に属する区画２２は、第１の横列Ｌ１及び第２の縦列Ｃ２に属する区画２２、第２の横列
Ｌ２及び第１の縦列Ｃ１に属する区画２２、並びに第２の横列Ｌ２及び第２の縦列Ｃ２に
属する区画２２の隣である。
【００５１】
　このような特定の場合では、区画２２は、格子状に配列される。このような格子は、規
則的な格子である。
【００５２】
　加えて、２つの隣接する所定の位置間の空間距離は、１００μm以下である。
【００５３】
　好ましくは、２つの隣接する所定の位置間の空間距離は、１０μm以下である。
【００５４】
　例えば、各々の区画２２毎に、中心が定められる。区画２２の所定の位置は、このとき
、考慮した区画２２の中心に対応する。このような点で、２つの所定の位置間の空間距離
は、対応する中心間の距離と定められる。
【００５５】
　更に、位置決めデバイス１６は、ホルダを含む。
【００５６】
　位置決めデバイスは、ホルダを使用して被験体１０の頭部１４上に維持されるように適
合される。
【００５７】
　これは、ホルダが被験体１０の頭蓋骨上に固定されるように適合されることを意味する
。
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【００５８】
　第１のセンサ２４は、超音波を発生させるように適合された超音波トランスデューサで
ある。
【００５９】
　特定の例によれば、第１のセンサ２４は、高周波数超音波トランスデューサである。こ
のような場合には、第１のセンサ２４は、約１５MHz（メガヘルツ）の周波数で作動する
ように適合された直線アレイである。
【００６０】
　第１のセンサ２４は、主にドップラーシーケンス又は造影剤により脳の血液量及び血流
を検出するために使用される。
【００６１】
　第１のセンサ２４は、第２の縦列Ｃ２で第９の横列Ｌ９上に置かれる。
【００６２】
　より正確には、第１のセンサ２４は、第２の縦列Ｃ２で第９の横列Ｌ９に属する区画２
２の右の上部に置かれる。
【００６３】
　第２のセンサ２６は、加速度センサである。
【００６４】
　加速度センサは、動物の適切な加速度を測定するように適合される。加速度センサは、
動物の状態を検出するために使用され得る。動物の状態は、例えば睡眠中、走行中、又は
食事中である。このような状態についての知識は、例えば、行動研究のために有用である
。
【００６５】
　第２のセンサ２６は、第２の縦列Ｃ２で第６の横列Ｌ６上に置かれる。
【００６６】
　より正確には、第２のセンサ２６は、第２の縦列Ｃ２で第６の横列Ｌ６に属する区画２
２の右に置かれる。
【００６７】
　第３のセンサ２８は、電気信号を測定するように適合される。
【００６８】
　例えば、第３のセンサ２８は、電圧計である。
【００６９】
　他の実施形態によれば、第３のセンサ２８は、面電極、埋込電極、又はこのような電極
のアレイである。
【００７０】
　第３のセンサ２８は、第２の縦列Ｃ２で第３の横列Ｌ３上に置かれる。
【００７１】
　より正確には、第３のセンサ２８は、第２の縦列Ｃ２で第３の横列Ｌ３に属する区画２
２の右の上部に置かれる。
【００７２】
　各々のスペーサ３０、３２、３４は、着脱式である。
【００７３】
　「着脱式」であることは、各々のスペーサ３０、３２、３４を、特定の位置に配置し、
次いで別の位置へ移動させることができることを意味する。
【００７４】
　各々のスペーサ３０、３２、３４は、所定の寸法を有する。
【００７５】
　第１のスペーサ３０は、平行六面体形状を有し、一方の寸法に沿って縦列の半分を、他
方の寸法によって２つの横列を占める。
【００７６】
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　第２のスペーサ３２は、平行六面体形状を有し、一方の寸法に沿って縦列の１つ半を、
他方の寸法によって１０つの横列を占める。
【００７７】
　第３のスペーサ３４は、平行六面体形状を有し、一方の寸法に沿って３つの縦列を、他
方の寸法によって２つの横列を占める。
【００７８】
　各々のスペーサ３０、３２、３４は、区画２２におけるセンサの挿入を誘導するために
適合される。
【００７９】
　図２の示される例では、第１のスペーサ３０は、それぞれ第２の縦列Ｃ２で第５の横列
Ｌ５及び第２の縦列Ｃ２で第６の横列Ｌ６に属する区画２２の右にある。
【００８０】
　第１のスペーサ３０は、第１のセンサ２４及び第２のセンサ２６を誘導するように適合
される。
【００８１】
　第２のスペーサ３２は、第１の縦列Ｃ１と第２の縦列Ｃ２の左に位置する。
【００８２】
　第２のスペーサ３２は、各々のセンサ２４、２６、及び２８を誘導するように適合され
る。
【００８３】
　図２から分かるように、第３のスペーサ３４は、第３の縦列Ｃ３で第１の横列Ｌ１、第
４の縦列Ｃ４で第１の横列Ｌ１、第３の縦列Ｃ３で第２の横列Ｌ２、第４の縦列Ｃ４で第
２の横列Ｌ２にそれぞれ属する区画２２上にある。第３のスペーサ３４はまた、第２の縦
列Ｃ２で第１の横列Ｌ１及び第２の縦列Ｃ２で第２の横列Ｌ２に属する区画２２の右に置
かれる。第３のスペーサ３４はまた、第５の縦列Ｃ５で第１の横列Ｌ１及び第５の縦列Ｃ
５で第２の横列Ｌ２に属する区画２２の左に置かれる。
【００８４】
　第３のスペーサ３４は、第３のセンサ２８を誘導するように適合される。
【００８５】
　検出装置１２は、図３に例示される検出装置１２を形成するためのキット４０に示され
るように再構成可能である。
【００８６】
　キット４０は、位置決めデバイス１６、センサバッグ４２、及びスペーサバッグ４４を
含む。
【００８７】
　センサバッグ４２は、第１のセンサ２４、第２のセンサ２６、第３のセンサ２８、及び
第４のセンサ４６を含む。
【００８８】
　この特定の実施形態によれば、第４のセンサ４６は、温度センサである。
【００８９】
　代替的に、第４のセンサ４６は、光センサである。
【００９０】
　スペーサバッグ４４は、３つのスペーサ３０、３２、及び３４を含む。
【００９１】
　キット４０の操作が、センサを保持するように適合される区画２２の位置を決定する方
法を実行する例に関連して、ここで説明される。
【００９２】
　方法は、測定する物理量を決める段階を含む。
【００９３】
　例えば、温度、血流束、適切な加速度、及び電気的活性を測定することが望ましい。
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【００９４】
　方法は、各々の物理量が測定される部位を決める段階を含む。
【００９５】
　示される例では、部位は、被験体１０の脳の空間域である。
【００９６】
　方法は、キット４０を準備する段階を含む。
【００９７】
　方法はまた、キット４０の各々の要素１６、２４、２６、２８、３０、３２、３４、及
び４６のそれぞれの寸法を決める段階を含む。
【００９８】
　例えば、第１のスペーサ３０のために、以下のデータが準備される：第１のスペーサ３
０は、平行六面体形状を有し、一方の寸法に沿って縦列の半分を、他方の寸法によって２
つの横列を占める。
【００９９】
　方法はまた、所定の基準を満たすように区画２２の位置を最適化する段階を含む。
【０１００】
　例示として、最適化段階は、最適化プログラムにおける一連の反復によって行われる。
この最適化プログラムの目標は、位置の初期構成から出発して、基準を可能な限り満たす
特性を検出装置１２に付与する区画２２の位置の構成を得ることである。
【０１０１】
　このために、基準を満たす理想的な装置からの検出装置１２の逸脱を表すコスト関数Ｃ
が使用される。
【０１０２】
　コスト関数Ｃは、最適化の段階の間に最小化されなければならない正値関数である。
【０１０３】
　この最小化を続けるためには、位置の初期構成から出発して、コスト関数Ｃの値を反復
によって低減させる能力を提供する計算方法を使用すれば十分である。
【０１０４】
　例示としては、使用される計算方法は、減衰最小二乗法（多くの場合「減衰最小二乗」
の英略語ＤＬＳで呼ばれる）である。
【０１０５】
　したがって、区画２２の位置の構成は、最適化プログラムの反復後に得られる。
【０１０６】
　最適化の段階で考えられる所定の基準は、例えば、各々のセンサ２４、２６、２８、及
び４６の信号対騒音比が、所与の値より極めて大きいことである。
【０１０７】
　代替的に、所定の基準は、組み立てられたときのキット４０の合計寸法及び重量である
。言い換えると、所定の基準は、キット４０を組み立てたときに形成される検出装置１２
の合計寸法及び重量である。
【０１０８】
　次いで、区画２２の位置の構成により、新しい検出装置１２を得ることができる。
【０１０９】
　図４は、得ることができる検出装置１２の別の例を示す。
【０１１０】
　検出装置１２は、位置決めデバイス１６、並びに４つのセンサ２４、２６、２８、及び
４６を含む。
【０１１１】
　この特定の実施形態では、検出装置１２は、スペーサを含まない。
【０１１２】
　第１のセンサ２４は、第５の縦列Ｃ５で第２の横列Ｌ２上に置かれる。
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【０１１３】
　より正確には、第１のセンサ２４は、第５の縦列Ｃ５で第２の横列Ｌ２に属する区画２
２の左の上部に置かれる。
【０１１４】
　第３のセンサ２６は、第１の縦列Ｃ１で第６の横列Ｌ６上に置かれる。
【０１１５】
　より正確には、第３のセンサ２６は、第１の縦列Ｃ１で第６の横列Ｌ６に属する区画２
２の右の上部に置かれる。
【０１１６】
　第３のセンサ２８は、第１の縦列Ｃ１で第２の横列Ｌ２上に置かれる。
【０１１７】
　より正確には、第３のセンサ２８は、第１の縦列Ｃ１で第２の横列Ｌ２に属する区画２
２の左の上部に置かれる。
【０１１８】
　第４のセンサ４６は、第１０の縦列Ｃ１０で第６の横列Ｌ６上に置かれる。
【０１１９】
　より正確には、第４のセンサ４６は、第１０の縦列Ｃ１０で第６の横列Ｌ６に属する区
画２２の右の上部に置かれる。
【０１２０】
　複数の検出装置１２をキット４０により得ることが可能であることを理解すべきである
。
【０１２１】
　別の実施形態によれば、検出装置１２は、２つのセンサのみを含む。
【０１２２】
　このような場合には、好ましくは、２つのセンサは、異なる物理量を測定するように適
合される。
【０１２３】
　代替的に、複数のセンサは、超音波トランスデューサである。
【０１２４】
　言い換えると、非常に簡単に同じ被験体１０のいくつかの位置を撮像することが可能に
なる。
【０１２５】
　実際、検出装置１２は、再構成可能であり、位置デバイス１６の位置を修正することな
くセンサ２４、２６、２８、及び４６の位置を修正することを可能にする。
【０１２６】
　加えて、このような検出装置１２は、異なる経験のために使用され得る。
【０１２７】
　その上、このような検出装置１２は、再現が困難な生物学的現象の場合に有用であり得
る。
【０１２８】
　例えば、このような検出装置１２により、被験体１０が癲癇の危機に直面しているとき
に、いくつかの異なる物理量を、同じ被験体１０で同時に測定することができる。
【０１２９】
　図５～７は、考えられる検出装置の他の例を示す。
【０１３０】
　図５には、検出装置１１２が例示される。
【０１３１】
　検出装置１１２は、周辺部１１８を有したフレームである位置決めデバイス１１６を含
む。
【０１３２】
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　検出装置１１２は、第１の超音波プローブ１２０及び第２の超音波プローブ１２２を含
む。
【０１３３】
　検出装置１１２は、着脱式のスペーサ１３０、１３２、１３４、１３６、及び１３８を
含む。
【０１３４】
　図１を参照して要素のためになされた注釈は、図５の実施形態における同じ要素に同様
に適用される。
【０１３５】
　検出装置１１２は、選択された異なる脳部位上で超音波プローブ１２０及び１２２を組
み合わせる。例えば、センサ１２０及び１２２は、スペーサ１３０、１３２、１３４、１
３６、及び１３８を使用して位置決めされる。
【０１３６】
　図６には、別の検出装置２１２が例示される。
【０１３７】
　検出装置２１２は、周辺部２１８及びグリッド２２０を有したフレームである位置決め
デバイス２１６を含む。
【０１３８】
　検出装置２１２は、超音波プローブ２２２及び埋込電極アレイ２２４を含む。
【０１３９】
　検出装置２１２はまた、センサ２２２及び２２４を位置決めするロッド２３０を含む。
【０１４０】
　図１を参照して要素のためになされた注釈は、図６の実施形態における同じ要素に同様
に適用される。
【０１４１】
　検出装置２１２は、覚醒ラットの癲癇監視との関連において超音波プローブ２２２及び
埋込電極アレイ２２４を組み合わせる。例えば、センサ２２２及び２２４は、グリッド２
２０上のロッド２３０を使用して位置決めされる。
【０１４２】
　図７には、別の検出装置３１２が概略的に示される。
【０１４３】
　検出装置３１２は、フレームである位置決めデバイス３２６を含む。フレームは、３次
元印刷によって得られる。このような技術は、高速プロトタイピング技術の特定の例であ
る。
【０１４４】
　検出装置３１２は、２つの超音波プローブ３３０、３３２、１つの加速度センサ３３４
、及び１つの面電極３３６を更に含む。
【０１４５】
　各々のセンサ３３０、３３２、３３４、及び３３６は、印刷されたフレームに組み込ま
れる。
【０１４６】
　図１を参照して要素のためになされた注釈は、図７の実施形態における同じ要素に同様
に適用される。
【０１４７】
　検出装置３１２は、例えば、覚醒マウスの機能的結合及び行動研究との関連において使
用可能である。
【０１４８】
　別の例によれば、各々のセンサ２４、２６、２８は、検知部分、及び検知部分を所定位
置に維持するように適合された機械的部分を有する。加えて、各々のセンサ毎に、一方の
センサ２４、２６、２８の機械的部分は、他方のセンサ２４、２６、２８の機械的部分の
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形状と相補的な形状を有する。
【０１４９】
　言い換えると、２つの異なるセンサ２４、２６、２８の２つの機械的部分間の協働は、
各々の検知部分を所定位置に維持して輻輳を低減させることを可能にする。
【０１５０】
　例えば、各々の機械的部分は、凹部及び凸部を有し、凸部の形状は凹部の形状と相補的
である。したがって、１つの機械的部分の凸部は、各々のセンサ２４、２６、２８の維持
を可能にするように、隣接する機械的部分の凹部に挿入され得る。加えて、このような例
では、機械的部分が同一であり得るため、製作が簡単になる。
【０１５１】
　このような実施形態では、各々のセンサ２４、２６、２８の一方を他方に、瓦のように
重ねることができる。
【０１５２】
　特定の実施形態によれば、１つのセンサ２４は、超音波トランスデューサであり、１つ
のセンサ２６は、印刷された多電極脳波測定（ＥＥＧ）箔である。箔は、超音波トランス
デューサ区画より下に、すなわち検知される部位の近くに位置決めされる。
【０１５３】
　この場合、箔が脳の近位に、超音波トランスデューサが脳の遠位にある。このような文
脈では、近位及び遠位は、脳に関連付けて定められる。言い換えると、近位の要素は、遠
位の要素より脳に近い。
【０１５４】
　別の実施形態によれば、１つのセンサ２４は、超音波トランスデューサであり、１つの
センサ２６は、１つ又は複数の埋込可能脳波測定（ＥＥＧ）電極である。
【０１５５】
　これらの電極は、脳の内側に斜めに誘導される。加えて、これらの電極は、検知される
部位の近くを意味する、超音波トランスデューサ区画より下に位置決めされる。
【０１５６】
　この場合、電極が脳の近位に、超音波トランスデューサが脳の遠位にある。このような
文脈では、近位及び遠位は、脳に関連付けて定められる。言い換えると、近位の要素は、
遠位の要素より脳に近い。
【０１５７】
　上述で考えられた実施形態及び代替的実施形態は、本発明の更なる実施形態を生成する
ために組み合わせられ得る。
【０１５８】
　加えて、検出装置１２は、さまざまな用途のために使用され得る。
【０１５９】
　３つの用途が、以下で展開される。
【０１６０】
　第１の用途：カメラによる可動ラットの脳の特定の部位の撮像
　第１の用途によれば、検出装置１２は、組み込まれたカメラにより可動ラットの特定の
平面を撮像するように適合される。
【０１６１】
　フレームが、ねじ及び歯科用セメントによりラット上に埋め込まれる。ラットの頭蓋骨
は、薄くされるか又は開口される。
【０１６２】
　第１の実施形態では、フレームの位置が、解剖学的フレームにより予め決定される。脳
の表在静脈又は頭蓋骨縫合線が、解剖学的フレームの例である。
【０１６３】
　別の実施形態によれば、ラットの頭蓋骨上にフレームを置いた後に、フレームの正確な
位置が、既に提案したような脳の表在静脈などの、解剖学的フレームにより決定される。
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【０１６４】
　更に別の実施形態によれば、ラットの頭蓋骨上にフレームを置いた後に、フレームの正
確な位置が、特定のセンサにより決定される。この特定のセンサは、フレームに関連付け
られた既知の位置を有する。このような既知の位置は、センサを保持するように適合され
た区画を使用することによって得られ得る。特定の場合には、区画は、フレームの位置を
正確に推定するために変換される。
【０１６５】
　撮像される部位が、次いで、決定される。一例としては、決定される部位は、視覚野で
ある。
【０１６６】
　固定される追加的なセンサの種類及び関連位置が、選択される。
【０１６７】
　一例としては、追加的なセンサは、カメラである。
【０１６８】
　変形形態では、追加的なセンサは、加速度センサ又はマイクロホンである。
【０１６９】
　場合に応じて、追加的なセンサが、選択された関連位置に対応する区画上に置かれるか
、又は追加的なセンサが着脱式のケース内に置かれ、次いで着脱式のケースが関連位置に
位置決めされる。
【０１７０】
　着脱式のケースが使用される場合には、検出装置１２は、実験の間に追加的なセンサを
含むだけであり、ラットが比較的自由に移動することを可能にする。唯一の制約は、ラッ
トがフレームを伴って移動することである。
【０１７１】
　このような第１の用途では、検出装置１２は、２つのセンサ、すなわちプローブ及びカ
メラを有する。プローブは、ラットの脳に関連付けて定位的な方法で位置決めされる。カ
メラ、より一般的には第２のセンサ、の位置は、センサの性質の選択と同様に再構成可能
である。第２のセンサの位置は、第１のセンサの位置を使用することによって決定される
。第１のセンサの位置はラットの脳に関連付けて定位的な方法を強いられるが、第２のセ
ンサの位置は、撮像される部位が比較的大きい限り、第１のセンサの位置に課される厳し
い制約を受けないことに留意されたい。
【０１７２】
　第２の用途：２つのプローブによる可動ラットの脳の２つの特定の部位の撮像
　第２の用途によれば、可動ラットの脳の２つの平面が、２つの超音波プローブにより撮
像される。
【０１７３】
　フレームが、ねじ及び歯科用セメントによりラット上に埋め込まれる。ラットの頭蓋骨
は、薄くされるか又は開口される。
【０１７４】
　第１の実施形態では、フレームの位置が、解剖学的フレームにより予め決定される。脳
の表在静脈又は頭蓋骨縫合線が、解剖学的フレームの例である。
【０１７５】
　別の実施形態によれば、ラットの頭蓋骨上にフレームを置いた後に、フレームの正確な
位置が、既に提案したような脳の表在静脈などの、解剖学的フレームにより決定される。
【０１７６】
　更に別の実施形態によれば、ラットの頭蓋骨上にフレームを置いた後に、フレームの正
確な位置が、特定のセンサにより決定される。この特定のセンサは、フレームに関連付け
られた既知の位置を有する。このような既知の位置は、センサを保持するように適合され
た区画を使用することによって得られ得る。特定の場合には、区画は、フレームの位置を
正確に推定するために変換される。
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【０１７７】
　撮像される部位が、次いで、決定される。一例としては、決定される部位は、視覚野及
び嗅球である。
【０１７８】
　この第２の用途のために、いくつかの区画がラットの脳に関連付けて定位的な方法で位
置決めされると想定される。
【０１７９】
　一実施形態によれば、このような区画は、可動ではなく、フレームにより位置決めされ
る。
【０１８０】
　別の実施形態によれば、区画は、可動であり、フレームを位置決めする既に提案した方
法の１つを使用することによって位置決めされる。一例としては、区画の正確な位置は、
特定のセンサにより決定される。
【０１８１】
　超音波プローブが、所望の位置に対応する区画で一時的に組み立てられる。
【０１８２】
　これにより、いくつかの利点を組み合わせることが可能になる。
【０１８３】
　一方では、ラットが、実験の間に超音波プローブを保持するだけである。
【０１８４】
　他方では、フレーム及び超音波プローブが、ラットの脳に関連付けて定位的な方法で位
置決めされる。
【０１８５】
　言い換えると、このような文脈における検出装置１２の用途によって、ラット上で達成
される測定の正確さを損なわずに、ラットの脳に関する生体内実験を実行することが、科
学者にとって実に容易になる。
【０１８６】
　第３の用途：可動マウスの脳の固有の部位の撮像及び印刷された箔などの面ＥＥＧ多電
極のアレイの使用
　第３の用途によれば、面ＥＥＧ多電極のアレイの同時使用を可能にしながら、可動マウ
スの脳の１つの平面がプローブにより撮像される。
【０１８７】
　フレームが、ねじ及び歯科用セメントによりマウス上に埋め込まれる。マウスの皮膚が
、除去される。
【０１８８】
　第１の実施形態では、フレームの位置が、解剖学的フレームにより予め決定される。脳
の表在静脈又は頭蓋骨縫合線が、解剖学的フレームの例である。
【０１８９】
　別の実施形態によれば、マウスの頭蓋骨上にフレームを置いた後に、フレームの正確な
位置が、既に提案したような脳の表在静脈などの、解剖学的フレームにより決定される。
【０１９０】
　更に別の実施形態によれば、マウスの頭蓋骨上にフレームを置いた後に、フレームの正
確な位置が、特定のセンサにより決定される。この特定のセンサは、フレームに関連付け
られた既知の位置を有する。このような既知の位置は、センサを保持するように適合され
た区画を使用することによって得られることができる。特定の場合には、区画は、フレー
ムの位置を正確に推定するために変換される。
【０１９１】
　撮像される部位が、次いで、決定される。一例としては、決定される部位は、海馬であ
る。超音波プローブが、所望の位置に対応する区画で一時的に組み立てられる。
【０１９２】
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　この第３の用途のために、印刷された箔などの面ＥＥＧ多電極のアレイを受けるように
適合された第２の区画が、最初にマウスの脳に関連付けて定位的な方法で位置決めされ、
次いでＥＥＧペーストと接着剤との混合物により頭蓋骨に接着されると想定される。
【０１９３】
　一実施形態によれば、このような印刷された箔は、超音波プローブ区画より下にフレー
ムにより位置決めされる。
【０１９４】
　変形形態では、追加的なセンサは、超音波プローブより下で脳の内側に斜めに誘導され
るＥＥＧ電極である。
【０１９５】
　この第３の用途には、第２の用途のために詳述したものと同じ利点がある。
【０１９６】
　各々の用途において、検出装置１２が、用途で組み合わせられ得る２つの主要な長所を
有することが示される。
【０１９７】
　第１の長所は、検出装置１２が、科学者にとって容易に交換することが可能となる構造
によって、再構成可能であることである。
【０１９８】
　１つの利点は、各々の追加的なセンサが実験の特定の必要に応じて選択及び／又は位置
決めされ得ることである。
【０１９９】
　このような再構成可能性から生じる１つの利点は、ラットの頭蓋骨上に適用される重量
が取得の時間に限定されることである。有用なセンサ（単数又は複数）が、限られた時間
に保持されるだけである。
【０２００】
　第２の長所は、検出装置１２が、ラットなどの小動物の脳撮像を達成するために適合さ
れることである。
【０２０１】
　特に、検出装置１２は、いくつかのセンサがラットの脳に関連付けて定位的な方法で確
実に位置決めされることを可能にする。
【０２０２】
　この定位的な方法での位置決めは、加えて、ラットの移動に対応する。
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摘要(译)

本发明涉及一种检测设备（12），其包括：-至少两个传感器（24、26、
28），其中至少一个传感器（24）是适于产生超声波的超声换能器，以
及-定位装置（16） 限定几个隔室（22），每个隔室（22）适于保持传
感器（24、26、28），并且每个隔室（22）位于预定位置，定位装置
（16）包括适于固定的保持器 在对象的头骨上，定位装置（16）适于使
用保持器保持在对象的头部上。
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